
 

堺市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）、介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び堺市介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年制定）に定めるもののほか、法第１１５条の

４５の３第１項に規定する指定事業者（以下単に「指定事業者」という。）の指定等につ

いて必要な事項を定める。 

（指定事業者等の要件） 

第２条 指定事業者及び法第１１５条の４５の５第１項（法第１１５条の４５の６第４項

において準用する場合を含む。）に規定する指定事業者の指定の申請を行おうとする者

（以下「指定事業者等」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 

 (1) 法人であること。 

 (2) 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 指定事業者等の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなるまでの者 

  イ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）第３５条

の２各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなるまでの者 

ウ 政令第３５条の３各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

エ 法第７条第９項に規定する社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する

法律（昭和４４年法律第８４号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担

金又は掛金（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による国民健康保険税を

含む。以下この号において「保険料等」という。）について、当該申請の前日までに、

これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な

理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保

険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うこ

とを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。）を引き続き滞納している

者 

オ 法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起

算して５年を経過しない者 

カ 指定事業者等と密接な関係を有する者（法第７０条第２項第６号の３に規定する

者をいう。）が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から起算して５年を経過していない者 



キ 法第１１５条の４５の９の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法（平

成５年法律第８８号）第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日

又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第１４０条の６２の３第２項第

４号の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由

がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しない者 

ク 指定事業者の指定の申請前５年以内に法第２３条に規定する居宅サービス等又は

法第１１５条の４５第１項第１号に規定する第１号事業（以下単に「第１号事業」と

いう。）に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

  ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団に該当し、又はその役員（同法第９条第２１号ロに規定する

役員等をいう。）が同法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」と

いう。）若しくは堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）第２条第３号に規

定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団密接関係者」という。）である法人 

 (3) その役員等が前号イからクまで（カを除く。）のいずれにも該当しないこと。 

 (4) 指定事業者等の事業者が第１号事業を行う場合にあっては、堺市暴力団排除条例施

行規則（平成２４年規則第１０８号）第３条第５号イに規定する統括者又は同号ウに規

定する権限を有する者若しくは総括者の権限を代行し得る者が、暴力団員又は暴力団

密接関係者でないこと。この場合において、当該事業者が、その運営について暴力団員

又は暴力団密接関係者の支配を受けていないこと。 

（指定の申請等） 

第３条 法第１１５条の４５の５第１項の申請は、指定申請書（様式第１号）により行うも

のとする。 

２ 法第１１５条の４５の５第１項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨

を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。 

（指定の更新申請） 

第４条 法第１１５条の４５の６第４項の規定において準用する法第１１５条の４５の５

第１項の規定により行う更新の申請は、指定更新申請書（様式第２号）により行うものと

する。 

（変更の届出） 

第５条 指定事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書（様式第３号）

により、市長に届け出なければならない。 

(1) 事業所の名称及び所在地 

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名 

(3) 登記事項証明書（普通地方公共団体が指定事業者である場合については、当該事項に

相当する内容を定めた条例等） 

(4) 事業所の平面図及び設備 



(5) 事業所の管理者の氏名及び住所 

(6) サービス提供責任者又は訪問事業責任者の氏名及び住所（法第１１５条の４５第１

項第１号ロに規定する第１号訪問事業の指定事業者に限る。） 

(7) 運営規程 

２ 指定事業者は、第１号事業支給費（法第１１５条の４５の３第２項に規定するものをい

う。以下同じ。）の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、そ

の旨を前項に規定する届出書により市長に届け出なければならない。 

（廃止等の届出） 

第６条 省令第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業の廃止又は休止の届出

は、廃止、休止届出書（様式第４号）により行うものとする。 

 （再開の届出） 

第７条 休止した第１号事業を再開しようとする指定事業者は、再開届出書（様式第５号）

によりあらかじめ市長に届け出なければならない。 

（添付書類） 

第８条 市長は、第３条から前条までに規定する申請書又は届出書に、省令に定めるものの

ほか、当該申請書等に係る第１号事業支給費の請求に関する事項を記載した書類その他

市長が必要と認める書類を添付させることができる。 

（事業者情報の提供） 

第９条 市長は、第３条から第７条までの規定による申請又は届出を受理したときは、大阪

府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、指定事業者に関する情報

のうち、次に掲げる事項を提供することができる。 

(1) 事業所の名称及び所在地 

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

(3) 指定年月日 

(4) 事業開始年月日 

(5) 運営規程 

(6) 介護保険事業所番号 

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

(8) 第１号事業支給費の請求に関する事項 

(9) その他市長が必要と認める事項 

（様式の特例） 

第１０条 市長は、この要綱の規定による申請又は届出の際、この要綱の様式に関する規定

に基づく申請書又は届出書（以下「申請書等」という。）以外の書面が提出された場合で

あって、当該申請書等に記載すべき事項と同一の事項が遺漏なく当該書面に記載されて

いるときは、当該書面の提出をもって申請書等の提出とみなすことができる。 

（委任） 



第１１条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ 指定事業者の指定の申請に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行

前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


